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第 ２版の刊行にあたって

初版の出版から約 ５年が経過した。幸いにして本書が法曹に広く活用されて
きたことは執筆者の喜びである。この間には労働法の諸分野での法改正があ
り、最高裁判例においても重要な判例がでている。
今回の改訂は、これらの法律の改正と判例をふまえたものである。「章」に
よっては全面的に書き直しを行ったものもあるが、殆どの「章」で補正を行っ
ている。
本書は初版以来、労働裁判などの法的手続の案内だけでなく、労働紛争や裁
判のテ－マとなる課題について労働裁判手続の専門かつ第一線にいる弁護士で
ある執筆陣が、法律論や判例法理も含め解説している。
個別労働紛争では、ハラスメント事案や正規、非正規の間の格差是正にむけ
ての事案が増加していることも特徴である。
集団的労働紛争は、数の少ないまま推移しているが労働委員会は引き続き活
用されている。
法科大学院とその後の研修所教育では、なお要件事実教育が修正されながら
行われているが、法の実務では事実が何よりも重視される。法律の要件から事
実を整理するのではなく、豊富な事実群から法律の選択適用が求められてい
る。
本書を活用してくださる皆さんが、判例が具体的な法の形成と創造であるこ
とを理解され法曹として法の創造の営為に参加することの喜びや意義を自らの
ものにされることを願っている。
最後に、第 ２版に際し執筆者の方々には時間的制約のなか作業をしていただ
いたことに感謝する。編集について協力いただいた吉田肇弁護士、とりわけ改
訂の内容のとりまとめについて力を貸していただいた城塚健之弁護士にこの場
を借りてお礼を申し上げる。なお民事法研究会の松下寿美子氏には判例の検索
をはじめ原稿の校正において丁寧な仕事をしていただいた。記して感謝した
い。
令和 ５年 6月吉日

編集代表　豊 川 義 明
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序に代えて

労働は、労働契約の合意の範囲内においてではあるが、その内容もしくは労
働力の使われ方が使用者によって一方的に定められることから、「他人決定」
といわれる。しかし、労働は、労働者の意思を介してなされるものであり、労
働者の人格と結びついている。
そして労働者と使用者の関係は、継続的な関係であり、正常な労働関係が破
綻した場合に労使間に紛争が発生する。この解決のためには労働関係が人格的
なものであることを踏まえることが大切である。
また、労働法は社会法であり、労働法上の権利義務関係は社会権としての権
利義務の関係でもある。いうまでもなく労使紛争の解決の最後の拠り所は、司
法であり、裁判所の判断は社会からみて事実の認定と評価、法の選択において
適正かつ公正だけでなく、判決は正しいものと社会から評価されることが求め
られている。このことを私たち法曹は肝に銘じ、憲法２7条、２8条を根拠とする
労働法の体系、並びに判例について専門的知見を学び、不断に研鑚する必要が
ある。
本書は、労働側、使用者側において労働事件を専門分野とする第一線の弁護
士によって執筆されている。取り上げた紛争類型においても、いわゆる書式の
記載方法にとどまらない、実務のあり方に踏み込んだ叙述となっており、専門
知識を学ぶ者にとって役立つ内容となっているものと考えている。
全体の構成、項目についても会議をもって討論、決定した。そのうえで、各
自が分担したものであり、各章・各節末には担当執筆者名を掲げその責任を明
確にした。
最後に、本書の刊行に向けた作業全体において、城塚健之弁護士、吉田肇弁
護士には執筆陣の世話役としてリ－ドしていただいた。また、民事法研究会編
集部の安倍雄一さんには企画、編集作業において、支えの役割を果たしていた
だいた。記して感謝したい。
平成２9年1２月吉日

編集代表　豊 川 義 明
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本書の利用の仕方──本書の構成と掲載した書式など
　本書は、労使紛争をめぐる事件類型ごとに実体法上の知識と各裁判手続につ
いて書式例を掲げつつ解説している。
　第 １章では、労働事件は、いくつかの紛争解決手続が用意されていることか
ら、各手続を概観し、手続選択の指針を提供している。ここでは、裁判外での
交渉も紛争解決手続の選択肢の一つと位置づけ、通知書の記載例を掲げた。ま
た、使用者側の対応についても解説し、使用者側から提起する訴訟としての、
訴状、仮処分申立書の記載例を掲げている。
　第 ２章から第 ６章においては、個別労働紛争の事件類型ごとに、実体法上の
知識を解説したうえで、特に本案訴訟、仮処分、労働審判手続について解説し
ている。
　本書の企画趣旨からすると、各事件類型の解説において、それぞれの裁判手
続における書式例が掲げられるべきであるが（たとえば、訴訟であれば訴状、仮
処分、労働審判であれば各申立書と各答弁書）、訴状、仮処分申立書、労働審判申
立書は、様式は多少異なるものの基本的には記載事項は同一である（当然、各
答弁書も同じである）ことから、第 ２章第 １節「普通解雇」においてひととお
りの手続の書式例を掲げ、ほかの事件類型では、基本的に訴状と答弁書（第 ６
章第 ２節「出向」では仮処分申立書）を掲げることとした。したがって、普通解
雇以外の事件類型に際しての仮処分申立書あるいは労働審判申立書ほか各答弁
書の様式は、第 ２章第 １節を参照しつつ、各事件類型において掲げられている
訴状や答弁書の記載例を参考にしていただきたい。
　また、個別労働事件における附属書類、管轄、上訴については、いずれも同
一であることから、やはり第 ２章第 １節を参照いただければと思う。
　第 ７章では、集団労使紛争として不当労働行為の救済手続が解説されており
関係書式例が掲げられているほか行政訴訟の訴状等も掲載されている。
　第 ８章では、本案訴訟、仮処分、労働審判以外の個別紛争解決制度として、
簡易裁判所における民事調停、労働局（紛争調整委員会）におけるあっせん手
続、労働委員会におけるあっせん手続を解説している。調停申立書、あっせん
申請書を掲げている。読者の参考になれば幸いである。
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第 ２章　解　雇

第 １節　�普通解雇（能力不足・適格性欠如、�
勤務態度不良等）

Ⅰ　訴　訟

1 　訴訟物

⑴　地位確認請求

　労働契約に基づく従業員の権利を有する地位である。
⑵　賃金請求

　労働契約に基づく賃金請求権である。

2 　請求の趣旨

⑴　地位確認請求

　労働者が解雇が無効であると争う場合、解雇後も引き続き従業員としての地
位にあることの確認を求めるのが通例である。

⑵　賃金請求

　解雇が無効である場合には、使用者が就労を拒んでも、それは債権者（使用
者）の責に帰すべき事由によって債務者（労働者）が債務（労務）を履行する
ことができなくなったものというべきであるから、使用者は賃金の支払いを拒
むことができない（民536条 2 項）。よって、労働者は無効な解雇後も、使用者
に対して賃金を支払うよう請求できる。
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　請求できる金額は、解雇がされなければ労働契約上確実に支給されたであろ
う金額である。毎月払いの場合は、解雇前 3カ月間の平均賃金額とすることが
多い。具体的には、労働者が交付された給与明細や、解雇にあたって交付され
た離職票の記載額に基づき計算することになる。
　なお、請求できる金額は公租公課を控除する前の総支給額である。公租公課
は労働者が行政庁に対して支払義務を負うのであり、源泉徴収は使用者の公法
上の義務にすぎないので、私法上の請求の場面で当然に控除できるものではな
い（浦和地判平成 3・ 1・25労判581号27頁〔日産ディーゼル工業事件〕）。
　また、賃金請求の期間については、裁判確定の日以後は将来請求の利益を欠
くとされることが多い。

3 　要件事実

⑴　地位確認請求の要件事実

ア　要件事実の考え方

　解雇には、大別して懲戒解雇と普通解雇がある。懲戒解雇は労働契約法15条
による懲戒権濫用となるかが争点となる（詳細は、第 3節参照）。これに対し、
普通解雇は、①強行規定違反が問題となるもの（たとえば、労働者が業務上疾病
にかかり療養のために休業中の解雇。労基19条参照）、②能力不足・適格性欠如・
勤務態度不良などを理由とする解雇、③整理解雇（詳細は、第 2節参照）など
の類型がある。②③は労働契約法16条の解雇権濫用にあたるといえるかが主た
る争点となる。以下では、②の類型のうち、能力不足・適格性欠如を理由とす
る解雇の例を取り上げて説明する。
　解雇が無効であれば、従業員としての地位は依然として存続していることに
なるから、解雇無効を主張する労働者は、従業員としての権利を有する地位の
確認（地位確認）を請求するのが通常である（ほかに、違法な解雇により損害を
受けたとして不法行為等に基づく損害賠償請求をするという争い方もあるが、ここ

ではふれない）。
　地位確認請求の請求原因となるのは、
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①�　労働契約の締結（被告が原告を期間の定めのない従業員として採用した事
実）
②　被告によるその否認

である（②は確認の利益）。
　これに対し、解雇の事実は使用者が主張すべき抗弁、解雇が無効であること
を基礎づける事実は労働者が主張すべき再抗弁といえる。
　もっとも、解雇事件においては、原告は、②の具体的事実として解雇された
ことを主張することが通常であるうえ、裁判所の理解を促す意味からも、訴状
において、解雇されたこと、その解雇が解雇権濫用にあたり無効であることを
主張するのが通例である。

イ　評価根拠事実と評価障害事実

　解雇は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められ
ない場合」は、解雇権濫用として無効とされる（労契16条）。これはいわゆる
規範的要件とよばれるものであり、これを構成する具体的事実は、解雇権濫用
を基礎づけるもの（評価根拠事実）と、解雇権濫用の成立を妨げるもの（評価
障害事実）とに分類される。そして、評価根拠事実は原告が、評価障害事実は
被告が、それぞれ主張・立証責任を負うことになる。
　これを、能力不足を理由とする解雇についてみると、原告（労働者）が主張
すべき評価根拠事実としては、
　・�原告が能力不足やミスについて上司等から具体的に注意を受けていないこ

と
　・�指摘されているミスが重大なものとはいえない、あるいは多数回に上ると

はいえないこと
　・�ミスが単純な勘違いによるもので、指導を受けて一定の改善がみられるこ

と
　・�会社の要求が過大で、それに応えられなかったからといって、直ちに能力

不足とはいいがたいこと
　・具体的な業務上の支障を発生させていないこと
　・新卒採用など比較的若年で今後の能力向上に期待がもてること
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　・�問題があってもその改善に向けて努力している途上であり、改善の余地が
みられること

などが考えられる。
　これに対し、被告（使用者）が主張すべき評価障害事実としては、
　・�上司・同僚からミスを再三にわたり指摘されているのに改善がみられない

こと
　・�仕事上のミスにより顧客や取引先に具体的な迷惑をかけることがしばしば

あること
　・�ミスをなくすために、特別に指導教育を受けてきたが、改善のきざしがみ

られないこと
　・�職歴やスキルを買われて即戦力として中途採用されたが、期待に反する能

力しか有していなかったこと
などが考えられる。
　もっとも、これらをあらかじめ厳密に区別するのは困難であるし、訴状に評
価根拠事実だけを抽出して記載するのが適切とはいえないこともある。
　したがって、訴訟実務上は、原告が主張するストーリー（解雇無効を根拠づ
ける事実と理由の合体）、被告が主張するストーリー（解雇を有効とする根拠とな
る事実と理由の合体）を提示することによって、裁判所の理解を促すことが多
い。
　また、原告（労働者）が勤務成績、能力、通常の勤務態度に問題がないこと
を一応主張・立証すれば、解雇権濫用の評価根拠事実の主張・立証があったも
のとして、被告（使用者）側に評価障害事実（解雇に客観的に合理的な理由があ
り、かつ社会通念上相当であることを根拠づける具体的事実）を主張・立証させる
ものとされている（労働事件審理ノート25頁、根本到「判批」労働判例百選〔第 9
版〕147頁参照）。

ウ　能力・適格性欠如を理由とする解雇についての裁判例の傾向

　勤務成績の著しい不良、能力・適格性の欠如を理由とする解雇に関する裁判
例には以下の傾向があるといえる。
　正社員の勤務成績不良（能力不足・適格性欠如）を理由とする解雇について
は、①その程度が著しく労働能力が劣っており、かつ②会社が教育、指導を尽
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くしても、向上の見込みがないこと、③配転や降格（降給）といった解雇回避
措置をとる余地もないことを要し、それらが満たされて初めて解雇は有効と認
める傾向がある。
　ただし、当初から高い能力、技術を期待されて、職務内容限定で上級管理
職、技術者、営業社員として、高額の報酬で即戦力として中途採用された者に
ついては、教育改善措置や解雇回避措置は、その他の従業員ほどには強く求め
られない傾向がある。すなわち、期待された能力、技術がなかった場合や、や
むを得ない事情で当該職務がなくなった場合等には、解雇が認められやすいと
いうことである（ただし、高い能力、技術を期待されて職種限定で即戦力として中
途採用された社員であっても、解雇回避策の検討を求める裁判例もある）。
　学説としては、能力不足解雇の裁判例について、「メンバーシップ型能力不
足タイプ」（伝統的な終身雇用システムの下での能力不足、成績不良）と「ジョブ
型能力不足タイプ」（職種や職位が特定され期待される能力が明確な中途採用者等
の場合）の 2つの類型に整理し、裁判例は後者の場合には改善可能性や雇用維
持努力の吟味は軽減され当該職種・地位に求められる能力・適格性が欠けれ
ば、解雇を緩やかに認める傾向があると説明をする考え方があるが、これも同
趣旨といってよい（荒木尚志「判批」労働判例百選〔第 9版〕149頁）。
　これらの判断にあたっては、労働契約上必要とされた能力がどのようなもの
であったのか、契約締結の具体的状況に照らして判断されることになる。

エ　確認の利益

　地位確認請求をするためには、確認の利益を主張・立証する必要があるが、
労働者が解雇された場合、たとえば社会保険が健康保険から国民健康保険とな
るなどの不利益が生ずること、その他社会的信用が失われることなどから、一
般に、確認の利益は肯定される。

⑵　賃金請求の要件事実

ア　要件事実の考え方

　解雇後の賃金請求の要件事実は、

①　労働契約の締結
②　賃金に関する契約上の定め（金額、賃金計算の締日と支給日）
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③　被告が原告の就労を拒否していたこと
④　被告の就労拒否について被告に帰責事由があること

である。
　③④については、被告が解雇したこと、その解雇が無効であることの主張と
重なるので、地位確認請求とともに請求する場合は、ことさら別の主張をする
必要はない。

イ　手　当

　解雇後の賃金として請求できるのは、解雇が無効であれば労働契約上確実に
支給されたであろう賃金額である。
　時間外手当については、見解が分かれているが、解雇がなければ確実に支給
されていたであろうといえる場合は、これを含めて請求することがある（この
場合、解雇前 3カ月間の平均賃金額を主張することが多い。なお、この場合の平均

賃金は、労働基準法12条に定められている監督行政上の平均賃金額とは異なる）。
　通勤手当についても、見解が分かれているが、実費支給的性格をもつ場合は
格別、給与規程等で具体的な金額が定められていれば請求できる場合もあると
解される。

ウ　賞与・一時金

　賞与・一時金については、協定、就業規則等により確実に支払われるものと
されていることによって初めて具体的請求権として認められる。よって、賞
与・一時金を請求するには、労使交渉、賃金規程または使用者の決定などによ
り算定基準・方法が決まっていること、成績査定もされていることなど、具体
的な金額が決定されていることを原告が主張・立証する必要がある。もっと
も、使用者が成績査定をすべきであるのに懈怠している場合には、成績査定
は、労働者の過去の平均をもって請求することになる。
　なお、査定が形式的であること、それまで定額・定率の支払いをしていたこ
となどを理由に賞与の請求を認めた裁判例がある（詳しくは、労働事件審理ノー
ト27頁以下。菅野438頁、土田道夫『労働契約法〔第 2版〕』273頁以下）。

エ　遅延損害金

　遅延損害金は原則として法定利率によるところ（民419条 1 項）、2017（平成
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29）年民法等改正（2020（令和 2）年 4月施行）により、旧商法514条の商事法
定利率は廃止され、法定利率は商人・非商人を問わず原則として年 3％に統一
された（民404条 2 項。なお、同条 3項以下による変動制）。したがって、2020（令
和 2）年 4月以降に支払時期が到来する賃金の遅延損害金は年 3％となる。

4 　附属書類

⑴　甲号証

　裁判所に早期に事案を把握してもらうためには、複雑な事案は別として、で
きるだけ早期に書証を提出することが望ましい。少なくとも、「請求の原因」
で引用している甲号証は、訴え提起の時点で提出すべきであろう。
　訴訟実務上は、証拠説明書の提出をもって提出扱いとされることが多いた
め、訴状とともに甲号証を提出するときは、証拠説明書もあわせて提出するこ
とが望ましい。
　甲号証は被告にも交付する必要があるため、正本（裁判所用）のほかに、副
本（相手方当事者用）も当事者の数だけ提出する。

⑵　資格証明書

　当事者が法人である場合は、代表者の資格を裏付けるために、その登記事項
証明書または資格証明書を添付する必要がある。
　法人が株式会社である場合、通常は、代表取締役が会社を代表するが（会社
349条 4 項）、監査役設置会社においては、兼務取締役（元取締役の場合を含む）

が会社に訴えを提起する場合は、会社の代表者は監査役となる（同法386条 1 項
1 号）。
　当事者が法人格のない社団である場合には、それが団体であること、代表者
が選出されていることを示す文書を添付する必要がある。たとえば、法人登記
を経ていない労働組合が当事者となる場合には、組合規約、執行委員長の選挙
結果を示す書面（組合ニュースなど）を添付する必要がある。

⑶　訴訟委任状

　訴訟を代理人に委任するときは、裁判所に訴訟委任状を提出する必要があ
る。なお、地方裁判所の手続の代理人は弁護士に限られる。
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